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１．ごあいさつ 
 
関係諸団体のみなさまへ 
 
当財団は、1994 年に全国初の大学間連携組織である「京都・大学センター」として発足し、2010
年 7 月には内閣府より認可を受け、公益財団法人に移行しました。現在は約 50 の大学・短期大
学に加え、地方自治体・経済団体も参画する全国最大のコンソーシアム組織に発展しました。 
 
当財団では、2019 年から中⻑期計画である「第 5 ステージプラン」において、地域コミュニテ
ィや経済団体、自治体との相互連携の強化に重点を置き、京都地域の大学・短期大学の「個性」
と「特色」を活かした取組の展開により、多様な「学び」を求めるすべての人々の期待に応える
取組を展開しております。 
 
また、第 5 ステージにおける各事業の推進に当たっては、①加盟校ニーズ・期待に応える事業運
営、②大学と地域との連携推進、③交流・プラットフォーム機能の強化、④「大学のまち京都」
のブランド力向上、⑤高等教育を取り巻く環境の変化に対応する、先進的で独自性のある事業展
開、以上 5 つの事業推進方針を踏まえて取り組んでおります。これらの方針を踏まえ、効果的・
効率的な事業展開により、多様なニーズに対応することで、第 5 ステージのビジョンである「だ
れもが学び、つながる京都(まち)」の実現を目指します。 
 
これらの計画を通じて、大学と地域社会および産業界の連携を強めるとともに、大学相互の結び
つきを深め、教育研究のさらなる向上とその成果の地域社会・産業界への還元を目指します。今
後も、皆さまのご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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２．インターンシップ・プログラムの実施に関する基本方針 

 
１．基本理念 
 公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下、本財団という)が行うインターンシップ・プロ
グラムは、大学教育の一環としての産官学地域連携による教育プログラムである。採用に直結す
るインターンシップ・プログラムとは異なり、その教育効果として「学習意欲の喚起」「高い職
業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目標に掲げたプログラムに基づいて実施す
る。 
 
２．責務 
 受入れ企業・団体、学生の所属大学および本財団は、学生が主体的に学ぶ機会の提供に努め、
三者による協定に基づき、三者の連携による質の高い就業体験プログラムの実施に努める。 
 本財団より委嘱を受けた大学教員は、コーディネーターとしてインターンシップ・プログラム
の運営にあたり受入れ企業・団体と学生のコーディネートを担う。 
 
３．インターンシップの設計について 
 インターンシップの設計にあたっては、基本理念に掲げる教育効果に結びつけるために、学生
が達成する目標を設定する。 
 
４．インターンシップの実施について 
 学生募集にあたっては、本財団が主体となり、教育プログラムとしての趣旨を説明し、理解を
示す学生の出願を受付けるものとする。 
 インターンシップ実習においては、学生に任せる仕事の位置づけを明確にし、実習内容と受入
れ要件を明示する。 
 インターンシップ実習の期間中は、学生に対して状況に応じた適切なアドバイスができるよ
う、受入れ企業・団体において指導担当者をおく。 
 インターンシップ実習の前後には、コーディネーターの指導の下に学生が自らの学びと成⻑
を言語化する機会を設ける。 
 
５．インターンシップの評価について 
 大学生の就職活動をとりまく社会情勢をとらえ、より質の高い就業体験プログラムの提供を
目指して、学生と受入れ企業・団体および学生の所属大学からの評価を得る機会をつくり、イン
ターンシップ事業企画検討委員会を通して見直しと改善へつなげる。 

制定日 2014 年 11 月 14 日 
公益財団法人 大学コンソーシアム京都 

インターンシップ事業推進室 

  



３．実習生受け入れについて 
本財団のインターンシップ・プログラムは、前掲の基本方針の理念に賛同し、登録くださっ
た受入先企業・団体(以下受入先)の方々と協同して運営しています。 
京都の大学・短期大学学生の人材育成プログラムとなりますようご協力をお願いします。 
 
◎受入先登録にあたっての条件 

①〜⑤を満たしていること 
□① 法人格を有すること 
□② 事務所と就業規則があること 
□③ 事業を 5 年以上継続していること 
□④ 実習生の指導に係る十分な人員を有すること 
□⑤ 実習場所及び実習に必要な設備・機器の提供が可能なこと 

 
◎実習生受け入れに伴う確認事項 

□１．大学コンソーシアム京都との連絡窓口担当者、および実習生の指導に係る担当者
をお決めください。三者協定等、全ての手続きは担当者を通じて行います。 

□2．本財団ホームページより受入先の基本情報、および実習部署・実習内容をご登録
ください。 
※実習内容は、実働 10 日間以上のプログラムを設定ください。(1 日の実働は 7

時間を標準とする) 
□3．実習期間の前後、実習中は、以下の対応をお願いします。 

① 指定の期日（7 月中旬ごろ）までに実習日程、実習内容を提出してください。 
② 実習前の事前訪問では、実習生に実習日程、実習内容について詳細説明、および

実習部署担当者（業務を指導する人）との顔合わせをお願いします。 
③ 実習期間中は、日々の指導、振り返りの時間の確保、実習生の実習日誌の確認と

所感等への記入をお願いします。 
④ 実習期間中、実習生指導のために担当教員が職場訪問（中間指導）します。 

受入先担当者様から聞き取りをさせていただく場合もありますので、ご対応くだ
さい。 

⑤ 実習終了後は、速やかに「実習状況報告書」及び「実習実施後調査書」を提出し
てください。 

 

注１）本財団のインターンシップ・プログラムは、教育活動の一環として実施している
ため、採用活動としての位置付けはご遠慮ください。原則として、就労に対する
報酬は無給でお願いします。 

注２）実習生が実習前の講義を欠席した場合等、実習を中止させていただくことがあり
ます。  



◎実習プログラム作成について 

受入先の皆様には、実習生への事前訪問時に実習予定を説明いただくと共に、実習生がどの
ような実習を受けるのかを事務局と担当コーディネーターが把握するために「実習予定表」
を提出していただきます。 
 

＜実習プログラム参考事例＞ 
■ビジネスコース(例：小売業) 

 実習日 
実習部署・実習内容 

実習生指導担当者 
午前 午後 

1 日目 8/10 本社：事業内容紹介(オリエンテーション) 

プログラムの全体説明 

〇〇総務課社員 

〇〇人事課課⻑ほか 

2 日目 8/11 本社：基本・ビジネスマナー研修 接客ロールプレイング ○○総務課社員 

3・4 日目 8/12・13 ○○倉庫：製造現場・出荷など現場での見学と作業体験 ○○管理課社員 

5 日目 8/14 本社→各店舗：店舗の視察 社⻑からのお話 ○○営業課⻑ 

６〜8 日目 8/17〜19 ○○店舗：店舗実習、営業同行 ○○店店⻑ 

9 日目 8/20 本社：最終報告会準備 社員との懇談 ○○総務課社員 

10 日目 8/20 本社：最終報告会準備 本社：最終報告会 

振り返り面談 

○○総務課社員 

店⻑、他部署社員等 

 

■パブリックコース(例：行政) 

 実習日 
実習部署・実習内容 

実習生指導担当者 
午前 午後 

1 日目 8/17 事業内容紹介(オリエンテーション) 

プログラムの全体説明 

○○人事課職員 

各課幹部職員等 

2 日目 8/18 イベント準備(パンフレット発送作業) ○○主任 

3 日目 8/19 アンケート集計 現地調査 担当部署職員 

4 日目 8/22 中堅職員研修会見学 

幹部職員からのお話し 

講座に参加(ビデオ撮影) 担当部署職員 

5〜6 日目 8/23・24 イベント開催準備(メール、電話受付、データ作成) 担当部署職員 

7 日目 8/25 中間報告会準備 中間報告会 〇〇人事課職員 

8 日目 8/26 イベント開催(当日運営補助)  担当部署職員 

9〜11 日目 8/29〜31 イベント報告書類作成補助 担当部署職員 

12・13 日目 9/1・2 会議準備(資料・掲示物・名札など)  担当部署職員 

14 日目 9/5 会議開催（受付補助） 最終報告会準備 担当部署職員 

15 日目 9/6 最終報告会準備 最終報告会・振返り面談 ○○人事課職員 

他部署役職者、職員 

 



４．実習生の選考について 
本プログラムの出願学生については全員、本財団で面接を行います。その後の実習生の
選考については、次のいずれかを選択していただきます。  
 

①大学コンソーシアム京都で実習生を決定する。 
②受入先にて実習生を決定する。 
＊登録方法、詳細については、別途ご案内します。 
 

５．協定書の取り交わしについて 
受入先と実習生の所属大学、本財団との三者間で「インターンシップ実習生派遣に関す
る協定書」の取り交わしを行います。（6 月上旬〜7 月下旬） 
＊協定書の雛型は、ホームページをご参照ください。 
 

６．保険について 
インターンシップ実施期間中(通勤及び実習中)に発生した事故等に関して、本財団で実
習生全員を対象に以下の保険に加入します。保険の予定額は以下の通りです。 
なお、自動車・自動二輪車・原動機付自転車による通勤、実習中の運転は保険の適用外
となりますのでご留意ください。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他 

１．事前/事後学習について 

実習生にはインターンシップ参加に向けての事前指導を実施します。事前指導の
内容は、ビジネスマナー講座や業界研究、及び実習生に対して、実習期間中に知り
得た情報に関する守秘義務を課せられていることなど、リスクマネジメントにつ
いても指導します。 
 

【傷害保険】 
 死亡・後遺障害   ５００万円 
 入院保険金日額   ４，５００円  
 通院保険金日額   ３，０００円 
 【賠償責任保険】 
 てん補限度額    １億円（自己負担額０円） 



２．ハラスメント防止と対応 

本財団ではハラスメント相談員を配置しています。ハラスメントをはじめとした
トラブルを未然に防ぐため、事前指導・啓発等を徹底するとともに、トラブル発生
時には、迅速かつ丁寧な対応を行える体制を整えています。 

 
 
 
 
 
 
※受入先におかれましては、リスク回避のため以下の点にご注意ください。 

なお、実習生を受け入れていただく中で、お気づきの点があれば、速やかに 
事務局までお知らせください。 
 

○実習期間終了後も、業務やプロジェクトに関わらせること。 
○私的に食事やお酒の席に誘うこと。 
○私的なことで実習生の携帯やメールに連絡を取ること。 
○実習生のミスを他の実習生の前で叱ること 
○大学では健康管理と法律厳守のため、禁煙・分煙が進んでいることから、実習

中の実習現場での社員の方の禁煙・分煙にご配慮ください。 
 
３．各種資料、よくある質問については、財団インターンシップ・プログラム 

ホームページで公開しておりますので、ご参照ください。 
 

財団インターンシップ・プログラム ポータルサイト 
https://consortiumkyoto-internship.jp/ 
 
受入先企業・団体の皆様へ 
https://consortiumkyoto-internship.jp/to-company/ 

 

 

 
 

公益財団法人大学コンソーシアム京都 ハラスメント相談窓口 
TEL：075-353-9103(日・月曜日を除く９：００〜１７：００) 
メ-ル：talk@consortium.or.jp 

TOP ページ 受入先企業・団体のみなさまへ 

https://consortiumkyoto-internship.jp/
https://consortiumkyoto-internship.jp/to-company/
mailto:talk@consortium.or.jp


2021 年度インターンシップ・プログラム実施フロー 
＊日程は諸事情により変更となる場合がありますので、ご了承ください。 

 受入先企業・団体 全体の予定 
１月 1/29(金) 受入先基本情報登録締切 

※募集ガイド掲載締切(約 1 万部発行) 
 

２月 

〜 

３月中旬 

2/12(金) 実習プログラム研究会 開催 
２月上旬〜3/18(⽊) 受入先実習部署登録 

 
3/19（金）実習先検索サイト 

オープン 
４月 4/8(⽊) 受入先実習部署登録締切 

中旬： 三者協定書の雛型確認 
受入先ご担当者の確認 

 
4/16（金）Web 出願開始 

説明会参加 
５月 <受入先選考の場合> 

5/17(月) 出願者リスト受領・実習生選考 
5/24(月) 受入先選考結果提出締切 

5/14(金)、15(土) 面接 
（オンラインにて実施） 
 

６月 <登録いただいた全受入先> 
6/3(⽊) 実習生の確定通知受領 
6/10(⽊) 受入先ご担当者説明会参加 

（オンラインにて開催予定） 
6/11(金) 事前訪問ご担当者様 確認 
6/21(月)〜6/23(⽔) 事前訪問依頼電話 

※ご都合の良い日程をお知らせください。 
6/24(⽊)〜7/9(金) 事前訪問 

 
6/4(金) 選考結果発表 
 
 
6/19(土) 事前学習① 
6/21(月)〜6/23(⽔) 

事前訪問依頼電話 
6/24(⽊)〜7/9(金)事前訪問 

７月 上旬：「三者協定書」の締結 
7/16(金) 「実習予定表」提出 

※実習日程、実習内容を決定の上、ご提出ください。 

7/ 3(土) 事前学習② 
7/10(土) 事前学習③ 
7/10(土)〜24(土)  

事前レポート提出 
８月上旬  

 

〜 

 

９月中旬 

上旬：事前レポート受領 
8/1（日）〜9/17（金）実習生受け入れ(実働 10 日以上) 

※コーディネーター(教員)による中間指導への対応 
9/17(金)「実習状況報告書」・ 

「実習実施後調査書」の提出締切 
※実習終了後、速やかにご提出ください。 

9/18(土) 実習経験交流会 開催 
（オンラインにて開催予定） 

 
実習（8/1〜9/17） 
 
 
 
9/18(土) 事後学習 

実習経験交流会 
9/18（土）〜10/2（土） 

事後レポート提出 
１０月 中旬：事後レポート受領  

 

登
録 

出
願
・
選
考 

実
習 

事
後
学
習 

事
前
学
習 



担当者

実働日数   日

午前

2021年度インターンシップ・プログラム実習予定表

日付
曜日

実習生指導担当者

実習先名

連絡先

実習部署・実習内容等
午後

実習期間  ⽉  日（  ）〜  ⽉   日（  ）

※実習期間中、担当コーディネーターもしくは財団職員が訪問させていただく際、
 下記の連絡先へお問い合わせさせていただきます。

大学コンソーシアム京都 インターンシップ事業推進室
mail：intern@consortium.or.jp TEL：075-353-9106 FAX：075-353-9101

3日目

4日目

1日目

2日目

※貴社・貴団体でご準備されている実習日程表をご提出いただいても結構です。
※ 学生の中間発表、イベント開催等、訪問希望日がありましたら、明記してください。
（日程によりご希望日に伺えない場合がありますのでご了承ください）

9日目

10日目

備考：

7日目

8日目

5日目

6日目

参考資料①

mailto:intern@consortium.or.jp
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の
間

で
行

う
。
た
だ
し
、
必
要

あ
る
と
き
は

甲
丙
協
議
の
う
え
実
習
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
実

習
内

容
）
 
 

第
４

条
 

実
習
生
の
実
習
内
容
は
、
甲
の
業
務
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
実

習
時

間
）
 

第
５

条
 

実
習
生
の
実
習
期
間
中
に
お
け
る
実
習
時
間
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定

め
る
就
業
時

間
に
準
ず
る
も

の
と

す
る
。
た
だ
し
、

必
要
あ
る
と
き
は
甲
丙
協
議
の
う
え
実
習
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
賃

金
等

）
 

第
６

条
 

実
習
生
に
対
す
る
賃
金
、
通
勤
手
当
等
は
、
甲
が
特
に
定
め
な
い
限
り
無

報
酬
と

す
る

。
 

（
秘

密
保

持
）
 

第
７

条
 

甲
乙
丙
は
、
実
習
生
に
対
し
、
実
習
生
が
実
習
の
た
め
の
事
前
訪
問
、
事
前
事

後
学
習

及
び

実
習
期
間
中
に

甲
に
つ
い
て

知

り
得
た
秘
密
事
項
（
顧
客
取
引
先
情
報
等
）
の
一
切
を
実
習
期
間
、
実
習
期
間
開
始
前
及
び

終
了
後
も
漏
ら

さ
な

い
よ
う
に
す

る
こ

と
、
並
び
に
実
習
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
な
ど
な
い
よ
う
指
導
す
る
。
 

２
 

甲
乙

丙
は
そ
れ
ぞ
れ
実
習
生
の
情
報
や
受
入
れ
先
の
秘
密
事
項
（
顧
客
取
引

先
情
報

等
）
の
取

扱
い

に
関
し
て
個
人

情
報

保
護

法
及
び
そ
の
他
の
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
。
 

３
 

甲
乙

丙
は
他
の
当
事
者
の
承
諾
な
く
し
て
第
三
者
に
本
条
１
項
及
び
２
項
の
秘

密
情
報

を
提

供
・
開
示
・
漏
え
い

し
て
は
な
ら

な
い
。
 

（
実

習
生

に
対
す
る
処
分
）
 

第
８

条
 

実
習
生
が
甲
の
秘
密
事
項
（
顧
客
取
引
先
情
報
等
）
を
漏
え
い
す
る
な
ど
、
信
頼

関
係

を
損
な
う
よ
う
な
行

為
を
行
っ
た

と
き
は
、
甲
は
速
や
か
に
丙
に
、
丙
は
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 

前
項

の
場
合
、
甲
と
丙
は
協
議
の
う
え
実
習
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

乙
は

、
丙
か
ら
本
条
１
項
に
定
め
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
事
実
確
認
等
を
経
て
、
実
習

生
に
対
し
て
乙
の
規

程
等
に
従
い

措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
保

険
の

加
入
）
 

第
９

条
 

丙
は
、
実
習
生
を
傷
害
保
険
及
び
賠
償
責
任
保
険
に
加
入
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 

乙
は

必
要
に
応
じ
て
実
習
生
に
学
生
教
育
研
究
災
害
傷
害
保
険
に
加
入
さ
せ
る

も
の
と

す
る

。
 

３
 

甲
が

丙
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
範
囲
は
、
本
条
１
項
の
加
入
保
険
が

補
償
す

る
物

損
及
び
人
的
傷
害
に

限
る
も
の
と

し
、
ま
た
、
そ
の
請
求
額
は
、
本
条
１
項
の
加
入
保
険
の
補
填
額
を
限
度
と
す
る
。
 

 

受
講
番
号

«受
講

番
号

»番
 

«氏
名

» 
 （
実

習
の

中
止
等
）
 

第
1
0
条
 

天
災
や
感
染
症
の
発

生
、
そ
の

他
甲

乙
丙
い
ず
れ
の

責
め

に
帰
す
る
こ
と

が
で

き
な
い
事
由

に
よ
っ
て
、
実
習

を
継

続
す

る
こ
と
が
で
き

な
い
と
判
断
さ
れ

る
場
合
に
は
、
甲

乙
丙
が

協
議
の
う
え
、
実
習

を
中
止

又
は
延

期
す

る
措
置
を
と
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

（
知

的
財

産
の
取
扱
い
）
 

第
1
1
条
 

甲
は
、
実
習
生
が
実

習
中
に

発
明

、
創
作
等
に
関

与
し
、
特
許
権
、

著
作

権
そ
の

他
の

知
的
財
産
に
関

す
る

権
利
が

生

じ
た
場
合
は
、

甲
の
定
め
る
知
的

財
産
に
関
す
る
規
程

等
に

従
う
も

の
と

す
る
。
 

（
専

属
的

合
意
管
轄
裁
判
所
）

 

第
1
2
条
 

本
協
定
に
関
す
る
一

切
の
紛

争
は
、
丙
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
裁
判

所
を

第
一
審

の
専

属
的
合
意
管
轄
裁
判

所
と
す
る
こ

と
に
合
意
す
る

。
 

（
そ

の
他

）
 

第
1
3
条
 

こ
の
協
定
に
定
め
る

事
項
で

疑
義

が
生
じ
た
と
き

、
ま
た

、
こ
の
協

定
に

定
め
る

も
の
の
ほ
か

必
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
、

甲
乙
丙
協
議
の

う
え
定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

  
こ

の
協

定
書
は
３
通
作
成
し

、
甲
乙

丙
そ

れ
ぞ
れ
記
名
押

印
の
う
え
、
各
１

通
を

保
有
す

る
も

の
と
す
る
。
 

  

2
0
21

年
 
 
月
 
 
日

※
最
後
に
記
名
押
印
す
る
「
甲
」
が
押
印
日
を
記
入
す
る
 

  

甲
（
受
入
先
）

 
«決

定
受
入
先

» 

（
住
所
）
 

（
代

表
者
）
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
印
 

 
 

  

乙
（
大
学
）
 

«大
学
名

» 

（
住
所
）
 

（
代

表
者
）
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
印
 

   

丙
 
公
益

財
団

法
人
 大

学
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
 

（
住
所
）
 
京

都
市
下
京
区
西
洞

院
通
塩
小
路
下

る
東

塩
小
路
町

9
3
9
番
地
 

 
キ

ャ
ン

パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
 

（
代

表
者
）
 
理
事
長
 
 
黒
坂
 
光
 
 

 
 
 

印
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20
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年
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 日
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 御
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大

 学
 名
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受
講

番
号

：
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

氏
  

  
名
：

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 印

 
 

 

誓
  

  
約

  
  
書

 

   
こ
の

た
び
私
は
、
公
益

財
団
法

人
 大

学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都

の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ

プ
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
に

よ
り
、

 
イ
ン

タ
ー

ン
シ
ッ
プ
実
習

生
と

し
て
実

習
す

る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

 
こ
の

う
え
は
、
以
下
の
事
項
を

厳
守
し
て
誠

実
に

実
習
を
全
う

す
る
こ
と
を
誓

約
い

た
し
ま

す
。

 
 

記
 

 
 一
、
実
習

生
情
報
票
の
記

載
内

容
は
相

違
あ

り
ま
せ
ん
。

 
 一
、
就
業

規
則
、
そ
の
他

の
諸

規
則
を

固
く

守
り
ま
す
。

 
 

一
、
実
習

の
た

め
の
事

前
訪

問
、
事

前
事

後
学
習

お
よ

び
実

習
期
間

中
に
お

い
て

知
り

得
た
情

報
は

、
実
習

期
間

、

実
習

期
間
開
始
前
お

よ
び

終
了
後

も
一

切
他
言
い
た
し

ま
せ

ん
。

 
ま
た

、
そ
れ
ら
の
情

報
を

実
習
以

外
の

目
的
に
利
用
す

る
こ

と
や
、

名
誉

毀
損
な
ど
に
関

わ
る
行
為
は

 
行
い

ま
せ
ん
。

 
 

一
、
実
習

担
当
責
任
者
の

指
揮

及
び
監

督
に

従
い
ま
す
。

 
 一
、
職
場

秩
序
を
守
り
、

実
習

生
と
し

て
品

位
品
格
を
損
な

う
こ

と
は
い

た
し

ま
せ
ん
。

 
 

一
、
無
断

で
欠
席
、
遅
刻

、
早

退
は
い

た
し

ま
せ
ん
。
や
む

を
え

な
い
場

合
は

、
必
ず
実
習
担
当

責
任
者
に

 
連
絡

い
た
し
ま
す
。

 
 

一
、
業
務

の
都
合
上
、
実

習
時

間
及
び

実
習

日
の
変
更
が
あ

る
場

合
に
も

、
こ

れ
に
従
い
ま
す
。

 
 

一
、
「
大

学
コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム

京
都
イ

ン
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
・

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
係

る
活
動
を
行
う
際

の
 

感
染

症
対
策
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

遵
守

し
ま
す
。

 
 

以
上

 

公
益
財

団
法

人
 
大

学
コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
京

都
 

2
0
21

年
度

イ
ン

タ
ー

ン
シ
ッ

プ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

実
習

状
況

報
告
書

 

※
実

習
終

了
後

、
大

学
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

京
都

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

事
業

推
進

室
 

 
E

メ
ー

ル
 
in

te
rn

@
c
o
n

s
o
rt

iu
m

.o
r.
jp

 
宛

て
に

お
送

り
く

だ
さ

い
。
【

9
月

1
7

日
(金

)必
着

】
 

  

受
講
番
号
 

 
ク
ラ
ス
 

―
 

実
習
生
氏
名
 

 

受
入
れ
企
業
・
団
体
名

 
 

＊ 実 習 先 ご 担 当 者 記 入 欄
 

実
習

部
署

 

又
は
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞｪ
ｸ
ﾄ
名
 

 

実
習

期
間

 
20
2
1
年
 
 
  
 
月

  
 
 
 
日
（

  
 
 
）
～

 
 
  
 
月
 
 
 
 
  
日

（
 
 
 
 ）

 

出
勤

状
況

 
（
該

当
に
■

）
 

出
勤
日

数
（

 
 

 
）
日

間
 

特
記
事

項
（

欠
席

理
由
等

）
 

□
全
日

出
勤

 

□
欠
勤

（
 
 
 
 
 ）

日
 

実
習

状
況

 
（
該

当
に
■

）
 

□
大

変
良

好
 

□
良
 
 
好
 

□
普

 
 
通
 

□
や

や
不

良
 
□

不
 
 
良
 

＜
コ

メ
ン

ト
＞

 

指
導
責

任
者
氏

名
 

所
 
属

：
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 氏

 
名
：
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